
 

那覇市役所本庁舎植栽維持管理業務仕様書 
 

本仕様書は、那覇市役所本庁舎の外周(ベランダ含む)及び中庭に設置されて

いる植物を、植栽計画・設計の意図に基づいて植栽地を構成している植物の生

育条件を整え、その形態の育成・維持・保全を図ることにより、植栽の目的・

機能を達成、維持するための植栽維持管理業務(以下「植栽管理業務」とい

う。)を実施するに必要な仕様を示すものである。 

受注者は、植栽管理業務の遂行にあたり市庁舎の特殊性を十分認識し、この

仕様書に示されていない事項であっても業務の性質上当然と思われる業務、ま

たは、軽微な業務については、これを実施すること。 

 

１ 業務名 

那覇市役所本庁舎植栽維持管理業務 

 

２ 履行期間 

令和６年４月１日～令和７年３月31日 

 

３ 植栽管理業務の目的  

 (１)植栽地の目的、機能を十分に把握しそれぞれの目的、機能に応じた管理を 

行うこと。 

(２)植物は１年を通じ各季節ごと異なる生活形態を持っており、この植物とし 

ての特性を十分把握し、植物の経年変化に対応した管理を行うこと。 

 

４ 植栽管理業務の範囲と内容 

(１)本庁舎の植栽管理業務の範囲は、別紙１「植栽図面」による。 

(２)受注者は、別紙２「植栽管理スケジュール」に基づき別紙３「那覇市本庁 

舎における管理の要点」を参照のうえ、随時管理する植栽及び構内を巡回 

点検し、整枝、剪定、施肥、芝刈、病害虫防除、除草、伐根除草、潅水を行

うものとする。 

 (３)上記(２)以外に本庁舎正面にある２本のがじゅまるの剪定、芝刈を年２回、

除草を適宜行うものとする。 

（４）ＰＨ階には緑化事業の一環としてピィパーズ（和名：ヒハツモドキ）が

植栽されているため、当植物に影響がないよう細心の注意を払い作業を行

うものとする。 

（５)本仕様書に定められた内容に疑義が生じたり、履行期間に植栽に異変（枯

れる等）等の関係で、仕様書によることが困難又は不都合な場合が生じた

ときは、発注者と受注者が協議し円滑な履行に努める。  

 

 

 



 

５ 業務責任者の資格 

業務責任者は常勤の者であって、造園施工管理技術士の資格を有する者を 

選任すること。 

 

 

６ 作業員の届出 

受注者は、発注者に対しあらかじめ受注者の使用人（以下「作業員」という。）

が記載された作業員名簿を提出し、当該名簿に記載された者以外のものを植栽

管理業務に従事させてはならない。作業員が代わる場合も同様とする。 

 

７ 作業員の条件 

（１）受注者は、作業員の身元、風紀、衛生及び作業規律の維持に関し一切の責 

任を負い、発注者が適当でないと認めた作業員は、植栽管理業務に従事させ 

てはならない。 

（２）発注者は、作業員として不適当と認めた者があるときは、受注者に対し別

の者の配置を要求することができる。 

（３）受注者は前項の要求を受けたときは、１週間以内にその者を交替しなけれ

ばならない。 

 

８ 作業場の義務 

（１）受注者は、植栽管理業務の重要性をよく認識のうえ、誠意をもって履行し、 

作業員には外来者に対して、言葉遣い、動作等に注意して懇切丁寧に対応す 

るよう十分指導しなければならない。 

（２）受注者は、発注者の許可なく植栽管理業務の範囲外の室に作業員を立ち入

らせてはならない。 

（３）受注者は、植栽管理業務作業に際し、発注者の執務の妨げにならないよう

留意するものとする。 

（４）作業員は、カギの受渡しについては発注者の指示に従い、その責任を明ら

かにしなければならない。 

 

９ 書類の提出 

(１)受注者は、契約締結後速やかに次の書類を提出し発注者の承諾を受ける 

こと。 

   ア 年間作業計画書 

   イ 受託者責任届出書及び受諾責任者経歴書 

   ウ 施行計画書（施行体系、緊急連絡先等を明記する） 

   エ 材料承諾願（施肥、防除等に使用する材料） 

   オ 作業員名簿 

(２)受注者は契約月当初及び作業実施月の前月 25 日までに年間作業計画表に 

基づき次の書類を提出し発注者の承諾を受けること。 

   ア 月間作業計画表 



 

   イ 薬品防除作業報告書 

   ウ 植物被害報告書（随時） 

(３)受注者は毎月、月の初めに前月分にかかる次の書類を提出し発注者の確認 

を受けること。 

   ア 業務完了届 

   イ 業務日誌 

   ウ 業務写真 

   エ 植物年度末現在高報告書 

   オ その他発注者が指示するもの 

 (４)受注者は前年度に実施した補植の経過を観察し、発注者に令和６年２月

末日までに報告すること。 

 

10 防除作業の留意点 

  病害虫防除に使用する薬剤は「農薬取締法」（昭和 23 年法律第 82 号）に基

づくものとするが、薬剤の選択にあたっては、薬効のみにとらわれず、道路利

用者や沿道住民への安全を優先し、なるべく毒性の低いものを使用する。 

(１)薬剤の使用に際しては、農薬取締法、「住宅地等における農薬使用につい 

て（平成 25 年４月 26 日付、農林水産省消費・安全局長通知）」などの農薬 

関係法規並びにメーカーなどで定める使用安全基準、使用方法を遵守し、事 

前に周囲居住者などへの周知徹底をはかるなど人畜への安全に十分配慮す 

る。 

(２)実施に先立ち対象樹木の種類、病気、使用薬剤の使用方法及び実施日、天 

候の状況、周辺居住者への周知徹底の方法などについて発注者と充分協議す 

る。 

(３)使用日は風が少なく、天候の不順でない日とし、風上から散布する。また、 

周囲の対象物以外のものにかからぬよう注意する。 

(４)使用時刻は、真夏は日中を避け、なるべく夕方とする。 

 

11 作業用機械器具 

(１)作業用の機械器具、道具類は各作業に適するものを使用する。 

(２)発注者が不適当と認めたときは、取替えを指示する事がある。 

(３)植物管理に必要な結束材、樹勢回復材等の資材は受注者の負担とする。 

  

12 清掃 

(１)強風等により、マルチング材や樹木の枯葉等がドレーン孔や建物の角に集 

積するため、巡回の際清掃を行うこと。 

(２)植え込み地内に散乱するごみ類と共に落葉、落枝等かき集め、受注者の負 

担により、指定箇所に運搬処理する。なお、できるだけ、土、マルチング材 

を含まないよう注意する。 

 

 



 

13 安全管理 

   業務の安全衛生に関する管理は、受注者の責任において関係法令に従って

これを行う。受注者は業務の安全確保のため、業務内容に応じた安全規則を定

めて、作業員に周知徹底を図る。 

(１)受注者は、当該作業内容が別途本市の発注した工事、業務及び本市が直接 

行う作業等と隣接または交錯する場合、常に相互に調整して安全管理に支障

がないように措置する。 

(２)受注者は、危険防止のための仮囲い、柵等適切な施設を設置する。また、 

墜落・転落の恐れがある作業については、必要に応じて安全用具（安全帯、 

安全ネット、保護帽等）を使用し、作業員の墜落防止の措置をとるとともに 

材料、工具等の落下防止対策を講じなければならない。 

(３)必要に応じて保安要員、誘導員等を配置する。 

(４)受注者は、作業を中断する場合や数日にわたる作業を行う場合は、その期 

間中作業場所における危険防止の措置を講じる。 

 

14 損害賠償 

(１)作業の施工にあたり施設、樹木等を損傷しないよう十分注意して施工す 

る。万一損傷した場合は受注者の負担において原形に復する。 

(２)受注者は、人身事故、災害または第三者に損傷を与える事故等が発生し 

た場合は応急措置を講ずるとともに事故発生の原因、経過及び事故による 

被害の内容について、遅滞なく発注者に報告し損害賠償の負担をするこ 

と。 

 

15 発生材処理等 

  発生材の再利用、再生資源化及び再生資源の積極的活用に努める。なお、発

生材の処理は次による。 

  再生資源化を図ると指定されたものは、分別を行い、所定の再資源化施設等

に搬入すること。 

  上記以外のものは、全て本庁舎外に搬出し、再資源の利用の促進に関する法

律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令等により受注者の負

担で適切に処理し、発注者に報告する。 

 

16 補植 

 (１) 植物の一部に、病害虫等による枯死等、また、その他の原因により生育

の悪いものがある場合は、受注者の負担で株増し、又は他の種類の同等以上

の草花で補植すること。 

  ※植栽管理面で不適切と判断される場合に限り補植の対象とする。種類、数 

については発注者受注者協議のうえ決定する。 

（２）補植の時期は、１月～２月とすること。 

 

 



 

17 費用負担 

（１）植物管理などで当然に必要な作業に要する道具及び薬剤、肥料、資材等

の調達は受注者の負担で随時行うこと。 

（２）日常作業の中で行う清掃のための用具またそれにかかる消耗品は受注者

の負担で行う。 

（３）業務を行うために必要な電力及び水は、発注者の負担とする。 

（４）本契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。 

 

18 その他 

（１）受注者施工による、近隣からの苦情及びその損害補償等が生じた場合は、

受注者の責任のうえ、受注者が負担する。 

（２）受注者施工にあたっては、既設構造物等の保安維持には十分留意し、万

一損傷を与えた場合は速やかに責任を持って処理又は原型に復すること。

なお、これらに要する費用はすべて受注者の負担とする。 

（３）安全対策には十分注意すること。万一、事故等が起きた場合は、受注者

において処理すること。 

（４）その他、発注者と十分協議の上、業務全体の円滑な履行に努めると共に、

作業に当たっては発注者の指示に従うこと。 

（５）受注者は、那覇市公契約条例第５条に基づき、同条例の基本理念（公契

約の適正な履行、適正な労働環境の確保、地域経済の健全な発展等）が実

現されるよう、市が実施する公契約に関する施策へ協力すること。 

（６）受注者は労働基準法その他の法令規則を遵守すること。特に、業務にあ

たる者に対する賃金不払いがないようにすること。 

（７）適用を受ける関係法令・規格等は、改定等があった場合は最新のものと

する。 

 

































作業種目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 回数

高木管理

整枝剪定 ○ 1

施肥 ○ 1

病害虫防除 ○ ○ 2

中低木管理

剪定(寄植部) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

剪定(混植部) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

施肥 ○ ○ ○ 3

病害虫防除 ○ ○ 2

伐根除草 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

芝生管理

芝刈 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

施肥 ○ ○ ○ 3

病害虫防除 ○ 1

伐根除草 ○ ○ ○ ○ ○ 5

目砂 ○ 1

その他管理

灌水設備調整 ○ ○ ○ ○ 4

台風復旧

植栽管理スケジュール

別紙２

別紙３の４「台風対策」を参照



別紙３ 

１ 

 

那覇市本庁舎における管理の要点 

 

１ 灌水 

(１) 那覇市役所本庁舎は多くの屋上緑化があり、管理作業を軽減するため、

自動灌水設備が設置されている。沖縄の場合、硬水であり、配管の“つま

り”が生じやすい条件が整っており、各箇所の設備の作動状況を定期的に

目視すること。 

(２) 植物の灌水は時期によって、要求量が異なり、夏場であれば１～２日に

１回、冬場であれば、１週間に１回、春・秋はその中間と時期によって、

頻度が異なる。このため、季節に合わせた調整を実施する。 

(３) 施工段階で植栽工事を追加した箇所が複数個所あり、これらについては、

手撒き散水を実施する必要がある。これらは土の状況を見て、乾いてきた

ら、たっぷりと与えるのを基本とする。 

(４) 自動灌水設備の不具合により、自動散水が難しくなった場合は、設備が

復旧するまで手撒き散水等で対応するものとする。 

 

下図で示す各階各箇所は、手撒き散水が必要である。 

 

 

1階：自動灌水未設置範囲
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２ 

 

 

 
 

 

 

 

２階：自動灌水未設置範囲(市旗、国旗掲揚台付近)

３階：自動灌水未設置範囲

プランター

プランター
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４階：自動灌水未設置範囲

プランター

プランター

５階：自動灌水未設置範囲

プランター
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６階：自動灌水未設置範囲

プランター

７～11階：自動灌水未設置範囲
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５ 

 

２ 除草 

(１) ３月以降、沖縄県内の気温は急激に上昇し、雑草も成長を開始する。本

施設においては、人工軽量土壌を使用していること、マルチングを敷設し

ていることなど、雑草が生育しないよう配慮しているが、こうした対策を

実施しても雑草を完全に取り除くことはできない。このため、１～２週間

に一度は雑草をなるべく小さなうちに除去し、雑草の生育空間を作らない

ことが重要である。 

(２) 雑草の８割はイネ科・キク科の植物であり、光が当たらなければ発芽す

ることはできない。このため、植栽初期に雑草を徹底的に除去し、植栽が

十分に育ってしまえば、雑草が侵入する余地は格段に低くなる。（概ね３

年） 

(３) 逆にこの時期に雑草の生育空間を作ってしまうと、雑草の根や種子が土

壌内に残ってしまい。雑草を根絶することは非常に困難となる。 

(４) 初期管理に特に留意することが重要である。 

 

３ つる植物の誘引 

(１) 本施設においては、壁面緑化として、多くのつる植物を用いている。こ

れらつる植物は光を求めて成長するため、必ずしも想定した方向に成長す

るわけではない。このため、こまめにトレリスに誘引した方が、美しい景

観を創出することができる。 

 

４ 台風対策 

(１) 沖縄の台風は大きな被害をもたらす。植栽を美しい状態で保つためには、

台風対策と台風後の復旧が重要である。 

(２) 一般的な個所については、台風通過後、太陽が出る前に水洗いすること

で、被害は最小限となる。太陽が出ると葉の気孔が開きそこに潮が入るこ

とで、ダメージが大きくなる。 

(３) 台風等関連作業として、樹木支柱直し、支柱結束直し、防風ネットの設

置、片付け、倒木、傾斜木の応急措置及び復旧、折損木の幹枝落とし、植

物の塩分洗浄、植え込み地及び周辺の落枝葉の片付け、清掃、廃棄物の処

理を迅速に行うこと。また、これらの作業で費用が発生する場合について

も受注者の負担とする。 

(４) また、以下の箇所については、景観上重要な箇所であるので、確実な防

風ネットによる保護対策を行う。 

    

 

  



別紙３ 

６ 

 

 

 

 

 

１階：ネット養生の推奨範囲

２階：ネット養生の推奨範囲
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※５階のこの位置については、全体的なネット養生の他、鉢を室内に収納する。 

 

 

 

 

5階：ネット養生の推奨範囲

６階：ネット養生の推奨範囲
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ネット養生のイメージ


